
 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

会員種別 正会員 賛助会員 寄付 

関わり⽅ ⼀緒に運営に関わる 賛同し活動を援助 活動を⾦銭⾯で⽀援 

議決権 
議決権を持ち、 
法⼈の運営活動に直接的にご参加い
ただけます 

議決権はありません 議決権はありません 

特典 

■総会への参加 
■各委員会への出席、事業の企画、
運営 ※毎⽉の定例会は理事のみ 
■スタッフとして活動に参加可能 
■イベント情報、活動報告書の送付 

■スタッフとして活動に
参加可能 
■イベント情報の送付 

■ウェブサイト等でお名
前を記載（希望者のみ） 
■イベント情報の送付 

年会費 
個⼈ 1,000 円 
団体 2,000 円 

個⼈ 1,500 円 
団体 1,000 円 

⾦額は任意です 

会費・寄付⾦の主な⽤途 

皆様から頂いた会費、寄付⾦は地域活性化イベントの開催、地域情報の発信

など、⾺瀬地域をより良くするための活動に使わせていただきます。 

【申込書ご提出先】⾺瀬振興事務所内 TEL0576-47-2111 

 

⼀般社団法⼈ ⾺瀬地⽅⾃然公園づくり協議会 

令和元年、⾺瀬地⽅⾃然公園づくり委員会は『⼀般社団法⼈⾺瀬地⽅⾃然公園づくり
協議会』として、新たなスタートを切りました。 
⾺瀬地域内外に関わらず⼀⼈でも多くの⽅が「⾺瀬のためにやりたいこと」にチャ

レンジできる地域社会を⼀緒に作るため賛同し、⼀緒に運営への関りや、⽀援してく
ださる会員を募集しております。 
今後はこれまでの取り組みに加え、地域内での美化活動のほか、次代を担う⼈づく

りなど⾺瀬を更に美しく、住みよい地域とするための活動も展開する予定です。住み
慣れた地域でいつまでも元気に⽣き⽣きと暮らし続けるため、あなたと⼀緒に活動で
きる⽇を楽しみにしています。 

住⺠憲章を⼤切にします 
住⺠憲章に掲げる８つの資源（宝）に更に磨きをかけるため、協議会に８つ

の委員会を設置して活動を展開します。 
専⾨的な知識や、ご興味のある分野でご活躍いただき、住⺠が主役の個性豊

かな地域づくりを進めませんか。 
 

⾺瀬地⽅⾃然公園住⺠憲章 H16.2 制定 
１．⼭村景観 ２．清流   ３．⾃然⽣態系 ４．観光 
５．農地保全 ６．美味美⾷ ７．癒し    ８．⼭村⽂化 
 


